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別 紙 

会 議 の 経 過 
平成３０年１２月１２日（水） 

午 前 ９時２８分 開議  

 

◎ 開会・開議の宣言 

○議長（上辻 亨君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は大変ご苦労さまです。平成３０年第４回定例会が招集されました。開会に当たり一言ご挨

拶申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私ご多忙のところご出席をいただき、厚く御礼申し上げます。去

る１２月４日の議長選挙で議長に就任して、初めての議事進行となります。不手際のないよう努力

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、本日の予定しております議案は事前に配付のとおりでございます。議員各位には十分なる

ご審議をいただくとともに、円滑かつ活発な議会運営に向け、格段のご協力をお願い申し上げます。 

 また、理事者並びに管理職各位におかれましても、円滑な議会議事運営にご協力いただきますよ

うお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上辻 亨君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、議長において 

           ２番、佐 戸 議員 

           ４番、中 嶋 議員を指名いたします。 

 以上の両議員に差し支えのある場合は、次の号数の議席の議員にお願いいたします。 

 

◎ 日程第２ 諸般の報告 

○議長（上辻 亨君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 諸会議等へ議員等の出席された状況は、公務報告のとおりです。 

 監査委員から報告のあった例月出納検査結果については、事務局で保管しておりますので、必要

な方は閲覧ください。 

 次に、私のほうから宮津与謝消防組合定例会に出席いたしましたので報告いたします。 

 １０月２５日に行われました宮津与謝消防組合議会の報告をいたします。 

 議案につきましては、専決処分の承認を求めることについて、公平委員会委員の選任について、

平成２９年度宮津与謝消防組合歳入歳出決算認定について、平成３０年度宮津与謝消防組合一般会

計補正予算を議題として審議されました。 

 全ての議案につきまして承認、認定、可決されました。 

 なお、公平委員会委員の選任については、宮津市須津の小谷淳一氏が選任されました。 

 以上で報告を終わります。 

 次に、和田義清君から宮津与謝環境組合定例会及び京都地方税機構業務執行等説明会について報

告いただきます。７番、和田義清君。 

○７番（和田義清君） それでは、私のほうからただいま申しつかりました２件の会議報告をいた

します。 

 まず最初に、平成３０年１０月２４日、宮津与謝環境組合の議会報告についていたします。 

 主な議題は平成２９年度の決算認定と平成３０年度一般会計補正予算第１号であり、決算認定に

おいては、歳入約１３億６，７７０万円、歳出につきましては約１３億６，７７０万円、実質収支
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は約３４７万円となり、こちらにつきましては全議員起立にて認定されました。 

 補正予算においては、防災対策に係る測量、設計業務委託料に２６０万円、７月豪雨応急対策工

事に３５０万円を主な補正予算事業として予算総額１３億７１８万９，０００円で、こちらも全員

起立にて可決されました。 

 なお、当初平成３１年度末の実質稼動の予定でありました環境組合の施設でございますが、これ

まで説明してきましたとおり、表層地盤の改良工事、転石除去による工法変更、また、９月に到来

した台風１８号がもたらした豪雨による応急対策と土砂撤去工事により約１年の遅延を見込み、現

時点では平成３２年５月末竣工の予定となっていることを申し添えます。 

 環境組合会議の報告は以上とします。 

 次に、１１月２０日火曜日午後２時より宮津総合庁舎にて、与謝野町を除く北部ブロック５市

１町の組合議員６名で税機構の業務執行状況の説明会に参加した件についてご報告いたします。 

 本説明会では、主に税機構の全体及び地方事務所ごとの取り組み状況と今後の取り組み予定につ

いて説明を受けました。 

 まず、機構全体の状況としては、業務開始から９年目の平成３０年９月末において、機構への移

管滞納額の収納率は着実に上昇し、各構成団体の未納額も年々減少、本年度も目標収納率

５４．５％達成に向け、計画的に滞納整理を実施中とのことであります。なお、公売の執行状況は

インターネット公売を２回、会場公売を１回実施しております。 

 また、４地方事務所で７回の捜索を執行し、動産の差し押さえ等も実施しております。今後、さ

らなる公売の工夫を予定とのことでありました。 

 丹後地方事務所の取り組み状況の説明では、現在１４名体制で、うち６名の職員で運営しており、

事務所の目標収納率は５０％、徴収率においても前年度を上回ることを目指しているとのことであ

ります。 

 業務執行の工夫としては、１５万円を境に１０件から１５件を第１グループにまとめ、それ以外

は２０件程度を第２グループに分け、効率的に業務を進めているということであります。 

 また、年３回滞納案件のヒアリングを行い、担当者と意見交換し、整理の進捗を図るとのことで

あり、現在までの成果として滞納繰越分は上昇、合計収納率も目標値を達成しているとのことであ

りました。 

 ちなみに、中丹地方事務所においては、本年９月末において収納率が低下しておりますが、その

要因としましては、７月豪雨後、対象者の状況を考慮し、催告、差し押さえ等を見送ったことが影

響してのこととあります。 

 なお、２件の報告内容の詳細につきましては、事務局に関係資料をお預けしますので、そちらに

てご確認よろしくお願いいたします。 

 以上をもって、私からの会議報告といたします。 

○議長（上辻 亨君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎ 日程第３ 議案第５６号 

○議長（上辻 亨君） 日程第３、議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（平成

３０年度伊根町一般会計第４回補正予算）を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

 議案第５６号 専決処分の承認を求めることについてでございます。 

 第５６号ではございますが、その説明をする前に伊根町政執行に向け、私の所信をまず述べさせ

ていただきます。 

 ご案内のとおり、このたびの町長選挙におきまして、私、吉本秀樹は町民の皆様からのご支持、

ご支援、ご信任を賜り、４期目の町政運営のかじ取り役を担わせていただくことになりました。町

民の皆様から賜りました心温まるご厚情に対し、この場をお借りし、衷心より御礼を申し上げる次

第であります。 

 今、このようにして再度この場に立ちますと、４期目とはいえ、町政運営を司るその重責に身の
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引き締まる思いでございます。選挙を通して初心に立ち返り、町民本位の公正・公平な町政運営を

改めて心に誓い、誠心誠意伊根町のため尽力いたす所存でございます。 

 今、この伊根町では人口の減少、少子高齢化の進行、基幹産業の衰退、そういった過疎地域特有

の課題が年々厳しさを増しております。このことは日本の国自体の少子高齢化が進行する人口減少

時代、また生産人口減少時代において、どうにも避けて通れない地方の課題でございます。 

 このような地方自治の正念場を迎え、新たな時代に対応したまちづくりを進めるために、移り変

わる経済情勢や交通、ＩＴ環境の進展を的確に把握し、町民生活の向上と町政の発展をもたらす地

域の創意工夫による個性豊かなまちづくりを目指します。 

 我々の責務は次の世代によりよき伊根町を引き継ぐことにあります。美しく豊かな伊根町を未来

へ、その思いを堅持し、ここで生活していくための手だてをしっかりと次の世代へ引き継いでいか

なければなりません。 

 誰もが現状と課題を再認識しつつ、町民、議会、そして行政の３者が一丸となって知恵を出し、

汗をかき、総意と工夫を結集することで必ず道は開かれるものと確信をしております。 

 私の町政運営に関する基本は、今までもこれからも変わるものではございません。ないものねだ

りをしない、この町にあるもの、持てるもの、それを最大限に生かす。すなわち自然、景観、歴史、

伝統文化、そして地場産業、その地域資源にしっかりと磨きをかける。そして、それらを身の丈に

合わせて総合的にプロデュースする。そして、世界に発信する。もって、交流人口の倍増、関係人

口の倍増を図り、定住人口の激減に歯止めをかける。もって、この町の振興、発展を期す。 

 具体的には、農林水産業を基本とする地場産業にしっかり支援し振興する６次産業化を目指す。

その地場産業と融合した観光産業の育成を図る。もって、交流人口、関係人口を倍増させる。 

 京都市内には５，０００万人の人が集うと言われます。その１％を引っ張ってくる。天橋立には

３００万人という、その１割を引っ張ってこられないか。それを町内一円につないでいく。観光業

者だけがもうかるのではなく、農林漁業者や商工業者も元気になる。地域に活力が生まれる観光業

の振興を図る。 

 少子高齢の問題はいかに。まずは、子育て支援のさらなる充実、子育て日本一を目指す。高齢者

は健康づくり、居場所づくり、認知症施策の推進、生活支援サービスの充実と社会参加促進により

高齢者福祉の充実を図るとともに、北部医療センターと緊密な連携を図り、医療の充実を図る。 

 伊根町の人口はわずか２，１００余りであります。小さな町であります。でも、残念ながらまだ

まだ減ります。しかしながら、まちづくりは人の数で論じるものではありません。先進的かつ魅力

的な少数社会を構築できればよい、そのように思う。先進的かつ魅力的な少数社会とは、人が入っ

ても地域資源がよい形で活用され、充実した日々が過ごせる場をいいます。 

 人口形態が逆三角形ではいけないんですね。この逆三角形が棒になればいい。各家庭におじいち

ゃん、おばあちゃん、お父ちゃん、お母ちゃん、子供たちがいる。そうなればよい。だから、その

棒が幾ら細くてもいい、棒ならば。逆三角形はだめであります。 

 少数の人間であっても、この地域でしっかりとした生産のシステムを構築する。すなわち、農林

水産業を基幹とする地場産業をしっかりと支援する、振興する。観光で人を呼ぶ。 

 また、生活のシステムをしっかりと構築する。すなわち、子育て、教育、医療、介護、高齢者の

足の確保等、福祉の充実を図る。小集落にもきめ細やかな配慮に努める。 

 また、ＩＴ環境など時代にふさわしい普遍的な環境を整える。例えば防災行政無線にかわるタブ

レット端末全戸配布による行政と地域住民との双方向性、ペーパーレス化等、電脳のまち伊根町を

目指す。 

 エネルギー構造高度化事業による地域振興に挑戦をする。インフラを整備する。いの一番は通勤、

通学、経済活動の要である国道１７８号の強靱化を図る。宮津市さん、京丹後市さんとしっかり連

携を図り取り組んでまいります。 

 そして一方では、都市にはない田舎暮らしの価値を磨き積み重ねることが、我々のような過疎の

農山漁村の地域づくりの基本と思う。ある意味、人生の楽園づくりでもあると思います。 

 最後に、いつも申し上げます。私ども夢がある。世界の中の日本、日本の中の京都、その京都の

北の端に伊根町という小さな小さな町がある。小さな町だが、自然はもとより町並み、景観はとて
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も美しい。歴史、伝統、文化にも見るべきものがある。そして、そこに生きる人々の営み、生業、

全ての生活はとても豊かですてきな町である。そう言われたい。そう言われる町になりたい。 

 その夢を現実のものとすべく伊根町のため、伊根町民のため、渾身の努力を払います。一生懸命

頑張ります。議員の皆様並びに町民の皆様のご支援、ご協力を心からお願い申し上げ、私の所信表

明といたします。 

 続きまして、議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度伊根町一般会

計第４回補正予算）でございます。 

 本年９月３０日の台風第２４号によって被災した災害復旧事業予算のうち、早急に発注の必要が

ある測量設計費を専決したものでございます。 

 １ページをお願い申し上げます。 

 歳入歳出予算総額にそれぞれ４，６６０万円を追加し、３０億１，７６０万４，０００円とする

ものでございます。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。歳入です。 

 １２款分担金及び負担金 １項分担金１６８万円の増額です。 

 １８款繰入金 ２項基金繰入金４，４９２万円の増額です。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ６款農林水産業費 ２項林業費５６０万円の増額です。 

 １１款災害復旧費 １項農林水産施設災害復旧費２，１００万円の増額です。 

 ２項公共土木施設災害復旧費２，０００万円の増額です。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご承認賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（平成

３０年度伊根町一般会計第４回補正予算）の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。７番、和田義清議員。 

○７番（和田義清君） すみません、先ほどご説明していただきました１２、１３の公共土木施設

災害復旧費の箇所をすみませんがもう一度ちょっとお願いできますか。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） すみません、早口で申し上げまして。 

 路線名ですが、亀島本庄浜線、それから野尻本坂線、これは桜が丘へ上がるところです、本庄上

野村線が３カ所、それから野村朴丸線、これは野村から川向うへ行くところでございます、長延野

村線、それから滝根福之内線の６路線でございます。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ございませんか。８番、濱野茂樹議員。 

○８番（濱野茂樹君） 先ほどの関連質問でございますが、亀島本庄浜線、こちらの箇所について

は、いわゆるノロセの部分を指しているのかというところをちょっと確認いただきたいのと、あと、

今既に通行止めになっております。見通しをこの場で説明いただけるようであれば、説明を求めま

す。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 濱野議員ご指摘のとおり、亀島本庄浜線につきましては小泊から

新井へ行くところの箇所を指しております。 

 これの災害査定につきましては来週行われますので、そこで全体の査定額決定し、その後、範囲

を確定した後に、すぐに実施の設計に入ってまいりますので、そこで応急工事的なことでなるべく

早く土砂を撤去したいと思いますが、土砂を撤去する前に上から工事を実施していかなければなら

ないことになりますので、土砂を撤去すると上へ上がれないということになりますので、上へ恐ら

くのり枠等をしていかんなんと思います。 

 それが順番に終わってから取り除くという格好になりますので、開通についてはかなり、いつと

は申し上げられませんが、数カ月を要するという見込みで今のところは推測をしております。 

○議長（上辻 亨君） ほかにございませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を終わ
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りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度伊根町一般会計第

４回補正予算）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件

は承認することに決定いたしました。 

 

◎ 日程第４ 議案第５７号 

○議長（上辻 亨君） 日程第４、議案第５７号 平成３０年度伊根町一般会計第５回補正予算を

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５７号 平成３０年度伊根町一般会計第５回補正予算についてでご

ざいます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額にそれぞれ４億２７０万３，０００円を追加し、３４億２，０３０万

７，０００円とするものでございます。 

 ２ページ、３ページをごらんください。歳入でございます。 

 １２款分担金及び負担金 １項分担金９９３万７，０００円の増額でございます。農地農業用施

設災害復旧事業分担金です。 

 １３款使用料及び手数料 １項使用料１３９万３，０００円の増額は、町営駐車場使用料でござ

います。 

 １４款国庫支出金 １項国庫負担金９，０３２万４，０００円の増額は、災害復旧費国庫負担金

でございます。 

 １５款府支出金 １項府負担金８万７，０００円の減額です。 

 ２項府補助金２，９３６万１，０００円の増額は、災害復旧事業補助金等でございます。 

 ３項委託金２，８００万円の増額は、災害に強い森づくり事業委託金で、台風災害関連事業でご

ざいます。 

 １６款財産収入 １項財産運用収入２１万４，０００円の増額は、基金利子でございます。 

 １８款繰入金 ２項基金繰入金２，２４１万９，０００円の増額です。公共残土処分場管理基金

の繰り入れなどによります。 

 １９款１項繰越金１億５，７９５万２，０００円の増額で、前年度繰越金でございます。 

 ２０款諸収入 ４項雑入５１９万円の増額は、宝くじ収益金などの計上でございます。 

 ２１款１項町債５，８００万円の増額は、災害復旧事業債の増額でございます。 

 ４ページ、５ページをごらんください。歳出でございます。 

 平成３０年人事院勧告等に準拠した給与改定を行うため、多くの費目で人件費の補正を行ってお

ります。当該部分の内容は説明を省略させていただきます。 

 １款１項議会費３万２，０００円の増額。 

 ２款総務費 １項総務管理費９，３８２万９，０００円の増額で、主には地方財政法の規定に従

って財政調整基金を積み立てるものなどでございます。 

 ２項徴税費１３万円の増額です。 

 ３項戸籍住民基本台帳費２万９，０００円の増額です。 

 ３款民生費 １項社会福祉費３３万２，０００円の増額は、健やか子育て医療費の増額などによ

るものでございます。 

 ２項児童福祉費６１３万６，０００円の増額は、保育所管理運営費で、伊根保育園の受け入れ児

童数を増やすための増築費を計上したものなどによるものでございます。 

 ３項国民年金費４万円の増額です。 
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 ４款衛生費 １項保健衛生費３０３万６，０００円の減額でございます。国保診療所勘定への繰

出金減などによるものでございます。 

 ２項清掃費５万５，０００円の増額でございます。 

 ６款農林水産業費 １項農業費５２万３，０００円の増額です。野室地内の水路改修補助などに

よるものでございます。 

 ２項林業費２，８００万円の増額は、京都府の委託を受けて菅野地区で治山事業を実施するもの

でございます。 

 ３項水産業費２，２０４万円の増額です。台風による急潮被害を受けた定置網の復旧に支援を行

うものなどでございます。 

 ７款１項商工費８１万１，０００円の増額は、七面山駐車場の使用料のうち契約に基づく借地料

を計上したものなどでございます。 

 ８款土木費 １項土木管理費２，９１６万３，０００円の増額は、残土処分場管理事業で、土質

改良工事を実施するものと、敷きならしに必要なブルドーザーを基金により購入しようとするもの

でございます。 

 ２項道路橋りょう費６万３，０００円の増額です。 

 ４項住宅費９，０００円の増額でございます。 

 ９款１項消防費１１８万７，０００円の増額は、油事故等災害対策基金の積み立てなどでござい

ます。 

 １０款教育費 １項教育総務費２１万円の増額です。 

 １１款災害復旧費 １項農林水産施設災害復旧費５，５９２万円の増額は、９月３０日の台風

２４号で被災した農地農業用施設、林道の復旧工事費でございます。 

 ２項公共土木施設災害復旧費１億６，７２３万円の増額は、道路災害と崩土除去などの復旧工事

費でございます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。第２表地方債の補正でございます。 

 変更３件は歳出で説明いたしましたとおり、災害復旧事業の増加に伴う増額でございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第５７号 平成３０年度伊根町一般会計第５回補正予算の説明

（各担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。８番、濱野茂樹議員。 

○８番（濱野茂樹君） ２５ページの保育所管理運営費について何点か質問させていただきます。 

 講師の報酬が保育士に切りかわったということで、細節の切りかえだと思うんですが、この場合

の単価は一般での今までの賃金の単価と変わってくるのかどうかというところが１点、もう一点目

が、２歳児の保育室の増床でございます。 

 これについては、国の基準で１人当たり乳児室、保育室については３．３㎡という基準があろう

かと思います。これの関係でいいますと、今現に何名の方が１、２歳児預けられていて、そして今

後の見通し、そういったものを含めてちょっと詳しく説明を求めたいと思います。 

○議長（上辻 亨君） 須川課長。 

○保健福祉課長（須川清広君） ２点の質問でございます。 

 賃金につきましては、園長経験者ということで、園長の退職時の給与の再任用の給与を時間単価

に割り戻した単価で雇用させていただいています。 

 保育室の状況でございます。議員もおっしゃったとおり１人当たり３．３㎡ということで、現在

保育室１５名というような定員になります。現在入所している方は１４名でありまして、１月にま

た途中入所で１名が入るということで、１５名ぴったりとなる見込みでございます。 

 施設基準でいいますと、もうそれでいっぱいということで、さらに申し込みがあると待機状態と

いうことになろうかと思います。今のところそのような希望は聞いていませんので、何とかいっぱ

いということなんですけれども、次年度につきましても調査しましたら、当初で１１名いるという
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ことで、今年度につきましても途中入所が４名、５名とありますので、その部分がカバーできるよ

うに、施設基準におきまして待機が発生しないよう増築をお願いするものでございます。 

○議長（上辻 亨君） ８番、濱野茂樹議員。 

○８番（濱野茂樹君） といいますと、今の平米数は４９．５㎡はあるということですね、今の説

明から。増床分はちなみに何平米になるんでしょうか。 

○議長（上辻 亨君） 須川課長。 

○保健福祉課長（須川清広君） 施設に限界がありますので、今のところ計画では９．９㎡で３名

の増員を図りたいというふうに思っています。３名増員することで１８名となりますが、１、２歳

児の保育士１人当たり見られる人数につきまして６名ということで、３名のマックスで見込んでお

ります。 

○議長（上辻 亨君） ８番、濱野茂樹議員。 

○８番（濱野茂樹君） 増床については賛成なんですけれども、逆に今度保育士が足りてくるのか

なというのをずっと懸念しております。 

 現在、伊根と本庄の保育所園の児童数、昨年ベースというと大体５１名ぐらいというふうにお伺

いしております。で考えると、もう伊根も本庄も一緒にしてしまえば、保育士のそのあたりの課題

は解決できるということもできるのかなというふうに思うんですが、そのあたりもし答弁できるよ

うやったら答弁いただきたいと思うし、もしあれでしたら検討課題として聞いていただければなと

いうふうに思います。 

 続きまして、水産業の２９ページ、漁業災害復旧支援事業でございます。 

 こちら京都府のほうで要綱はつくられるということを今聞きました。こういった制度、要綱がで

きるということは漁業者としても安心の面で非常に大きなものになるというふうに思います。伊根

町においても、当然ながら要綱をつくられるという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） はい。ご指摘のとおり、支出のためには現在の要綱を改正しなけ

ればいけませんので、市町村バージョンの要綱を今制作中でございます。 

○議長（上辻 亨君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 先ほどの濱野議員さんの保育園の統合という話ですけれども、なかなかど

うですかね、それを言われて今すぐここでというわけにはいきませんので、でも、考え方としては、

私もそれは１園にして総合的に体制も整えて、本当に充実した保育ができるようになればいいなと

は思います。 

 確かにそれは思うんだけれども、でも、保育園というのはやはりちょっとまた学校教育とは別も

のですよね。お父さん、お母さん方の保育の軽減を図るとか、そういうのがございますので、足の

問題もありますよね。遠くなる。通園するのに送りに行くのに、自分の仕事の関係、ですから、基

本的には身近な場所にあるのが望ましいと思うんですよ、本当は。 

 でも、そことの兼ね合いですね。それをご父兄の方が、いやいやいいんだという話があったり、

我々のほうから１園にというお話よりも、そういうお話があるのであれば検討させていただきたい

なと。ＰＴＡの皆さんと懇談会もあると思いますので、そういう話題がありましたら、本当にちょ

っと慎重にこちらも検討していきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（上辻 亨君） 濱野茂樹議員よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。５番、山根朝子

議員。 

○５番（山根朝子君） ２５ページの保育所管理運営費の１３番業務委託のところです。 

 説明によると、児童の体幹が弱くなってきて、作業療法士による遊びの中で体幹を鍛えていくと、

その業務委託というふうに説明があったと思うんですけれども、これは突然今年度にそういう事態

を把握されたということでこの業務委託をされるようになったのか、それとも前からそういう状況

があったけれども、作業療法士さんとの関係でなかなか実現できなくて今回こういうことになった

のか、ちょっと説明をお願いします。 

○議長（上辻 亨君） 須川課長。 
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○保健福祉課長（須川清広君） 体幹の弱いというのは、以前から就学前に集中して座っておれん

とか、そういうようなことはずっと聞いていたわけなんですけれども、なかなかいい講師が見つか

らなかったということで、今回採用した職員等がいい人知っておるでいうようなことが、紹介があ

りまして、それならぜひともということで取り入れたいというふうに考えております。 

○議長（上辻 亨君） ５番、山根朝子議員。 

○５番（山根朝子君） そしたら、これは伊根保育園も本庄保育所も児童に対しては、遊びを通じ

てその指導がされるということで、それは何回ぐらい考えておられるんですか。 

○議長（上辻 亨君） 須川課長。 

○保健福祉課長（須川清広君） 合同で伊根のほうで全員を対象にやりたいというふうに思ってお

ります。４回ほど計画をしております。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ありませんか。１番、松山義宗議員。 

○１番（松山義宗君） 残土処分場の管理事業について伺います。 

 ３０万立米のうち２２万立米が入っていると。これがいっぱいになったときに次どうされるのか

ということと、それと、そのどろどろの土を冬場にたくさん入れたということがあったようですけ

れども、今後もそういった、ことしの冬なんかもそういうことがあり得るということですか。そう

すると、また余分なお金を使って土を固めてということを繰り返すということなのか、その辺をお

願いします。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） ３０万立米が埋まった後の今後のことのご質問です。 

 まだ数年先ではございますが、その横の谷が同じように袋状になっております。一応そこを候補

地として担当課としては目をつけております。そこにしますと、下の沈砂池がそのまま、谷が一緒

ですのでそのまま使えるということで造成は安価にできるのかなという考えをしております。 

 ただし、その林が以前は緑の公社、今は京都府の山林となっておりますので、京都府との協議が

必要となってきます。また、沈砂池をそのまま調整池を使う場合は、今の残土処分場を森の状態に

しないと、調整池を大きくしなければならないという問題がありますので、完成後速やかに木を植

えるなどして対応するという約束もしなければならないかなということで、一応もうしばらくした

らそういう協議に入っていかなければならないかなと考えております。 

 したがいまして、また１０年以上はそこで安泰になるかなというふうに目論んでおるところでご

ざいます。 

 それから、今後のことしの冬以降の大雪時の関係ですが、現在はバックホーというもので一回一

回転置をしておりますので、敷きならしができなくて水がたまったということですので、これから

はブルドーザーによりまして来たやつを敷きならしていきますので、水がたまりにくくなりますの

で、かなり解消できますし、機械での作業が可能になるかなと考えております。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ございませんか。６番、大谷功議員。 

○６番（大谷 功君） ２８、２９ページの農地費の多面的機能支払交付金事業の府支出金返還で

ございますが、保全困難な土地と、それから台風被害で土地が減少したということでお聞かせいた

だいたんですが、保全困難というのはどういう状況に今なっておるのかということと、かなりこう

いうことは危機感を覚えるわけですが、中山間地域の直払い制度とはここは全く関係ないのか、以

上２点お聞かせください。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） まず、保全困難でございますが、議員おっしゃるとおり、中山間

とは違って平地のほうだけですので、具体的に言いますと本庄地区のほうになります。 

 保全困難というのはもうこれ以上管理ができない状況になっておりますので、４年間さかのぼっ

て１０アール分を返還するということで、はなから計画からないような状態にするということでご

ざいます。 

 それから、もう１地区につきましては２０アール、筒川のほうになるんですが、台風により河川

によって耕作地が喪失したというような状態になっておりますので、ここについても１年分を削ら

せていただくということにしております。 
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○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ございませんか。７番、和田義清議員。 

○７番（和田義清君） ３５ページの消防費の災害対策費で伊根の医師住宅を災害時の職員の待機

所にするという形で予算計上されておるんですけれども、職員は町内外、町外の職員も例えば災害

もしくは大雪のために通勤が困難ということはここを使用するというような解釈でよろしいでしょ

うか。 

○議長（上辻 亨君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） ただいま和田議員からご質問いただきましたそのような使い方ももち

ろん想定しておりますし、それ以外にも例えば豪雨災害、ことしの７月豪雨でありましたように長

時間にわたりますと、職員の休憩時間等も考える必要がありまして、仮眠をとるにしましてもなか

なか場所が確保できないというような状況から、そういう使い方もしたいなというふうに考えてお

ります。 

○議長（上辻 亨君） ほかに。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 先ほどの松山議員さんの質問ですけれども、残土処分場がいっぱいになっ

たらどうするんだと。 

 いっぱいになったらいっぱいで終わりなんですわ、本当でしたら。かつても別に伊根町に残土処

分場なかったところにつくったわけですからね。いっぱいになったらそれで終わり。必ずしも市町

村で残土処分場を必ず持ちなさいということではないので。なけりゃないでいいんです。 

 そうではありますけれども、隣にいい谷もありますし。当然これまた地元の皆さんとの協議もせ

なならんですし、ちょっと課長のほうがこんな計画ありますと言いましたけれども、あくまでも思

いということでございますので、それに対する調整、依頼もしていかんならん。 

 でも、まあまあ思いは私ども似たようなものがありまして、もう一つの谷がありますので、そこ

に残土処分場ができれば、町内のいろんな仕事をする場合でも残土処分場があれば安価にできます

し、また、お許しがあれば町外の府の事業なんかも入れれば、それなりにうちもちょっと潤うとこ

ろがございますので、そのようにいきたいなと思いますけれども、あくまでも思いでございますの

で、計画を進める場合は速やかに地元の皆さんのご了承も要りますので、その辺はご理解のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（上辻 亨君） 松山義宗議員よろしいですか。７番、和田義清議員。 

○７番（和田義清君） すみません、先ほどの再質問になるんですけれども、医師住宅の用途の目

的、予定等はよくわかりました。 

 ちなみに寝具等の備品等も、今後この辺の補正予算のほうで用意する予定なんでしょうか。 

○議長（上辻 亨君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 確かに仮眠等寝具がありますと大変有効に使えることもあります。今

回それを整備するのか、例えば筒川文化センターで利用されております寝具を一時的に借用するの

か、そんな方法も考えたいと思っております。 

 内容としては、今回清掃を行うということで、具体的にそこまで突っ込んだ細かな使い方までは

今のところまだできておりません。 

 大まかな方向性として職員の待機宿舎にしていくために、現状を見ますと大変、使用されなくな

ってから数年経過しておりますので、汚れが目立っておりますので、そのあたりの清掃をまず始め

てからというふうに考えております。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ございませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を

終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第５７号 平成３０年度伊根町一般会計第５回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 休憩いたします。再開は１１時５分です。よろしくお願いします。 

休憩 １０時５１分 
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再開 １１時０３分 

○議長（上辻 亨君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第５ 議案第５８号 

○議長（上辻 亨君） 日程第５、議案第５８号 平成３０年度伊根町国民健康保険特別会計第

２回補正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５８号 平成３０年度伊根町国民健康保険特別会計第２回補正予算

でございます。 

 ３９ページをごらんください。 

 事業勘定の歳入歳出予算総額にそれぞれ２３２万５，０００円を追加し、３億２，７６７万

４，０００円とするものでございます。 

 ４０、４１ページをごらんください。事業勘定の歳入です。 

 ６款府支出金 １項府補助金４６２万４，０００円の増額は、保険給付費等交付金などでござい

ます。 

 ８款財産収入 １項財産運用収入１万円の増額。 

 １０款繰入金 １項他会計繰入金２０６万８，０００円の減額でございます。 

 ２項基金繰入金７８万３，０００円の減額でございます。 

 １１款１項繰越金５４万２，０００円の増額です。 

 ４２、４３ページをごらんください。歳出でございます。 

 ２款保険給付費 １項療養諸費４０１万５，０００円の増額は、一般被保険者療養給付費などで

ございます。 

 ６款保健事業費 ３項総合保健事業費２３２万４，０００円の減額でございます。育児休業職員

の減額を含んでおります。 

 ７款１項基金積立金１万円の増額です。 

 ９款諸支出金 ３項繰出金６２万４，０００円の増額は、本庄診療所繰出金でございます。 

 ３９ページにお戻りください。 

 伊根診療所勘定の歳入歳出予算総額にそれぞれ１７６万７，０００円を追加し、８，９４９万

５，０００円とするものでございます。 

 ５２、５３ページをごらんください。伊根診療所勘定の歳入です。 

 ７款繰入金 １項他会計繰入金２４７万９，０００円の減額でございます。 

 ８款１項繰越金４２４万６，０００円の増額でございます。 

 ５４、５５ページをごらんください。歳出でございます。 

 ２款１項医業費１７６万７，０００円の増額は、医療機器のリース料や医薬材料など所要経費を

増額するものでございます。 

 ３９ページにお戻りください。 

 本庄診療所勘定の歳入歳出予算総額にそれぞれ１０万６，０００円を追加し、６，７２０万

３，０００円とするものでございます。 

 ６４、６５ページをごらんください。本庄診療所勘定の歳入です。 

 ７款繰入金 １項他会計繰入金６２万５，０００円の減額。 

 ２項事業勘定繰入金６２万４，０００円の増額です。 

 ８款１項繰越金１０万７，０００円の増額です。 

 ６６、６７ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ２款１項医業費１０万６，０００円の増額は、医薬材料を増額するものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 石野課長。 

○住民生活課長（石野 靖君） 議案第５８号 平成３０年度伊根町国民健康保険特別会計第２回
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補正予算の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑がないようですが、

これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５８号 平成３０年度伊根町国民健康保険特別会計第２回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第６ 議案第５９号 

○議長（上辻 亨君） 日程第６、議案第５９号 平成３０年度伊根町簡易水道特別会計第２回補

正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５９号 平成３０年度伊根町簡易水道特別会計第２回補正予算でご

ざいます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額にそれぞれ４３２万４，０００円を追加し、１億５，０３８万４，０００円と

するものでございます。 

 ７８、７９ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 ５款繰入金 １項他会計繰入金２３９万２，０００円の増額でございます。 

 ６款１項繰越金１３万２，０００円の増額です。 

 ８款１項町債１８０万円の増額です。 

 ８０、８１ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款総務費 １項総務管理費４万８，０００円の増額です。 

 ２項施設管理費２４９万４，０００円の増額です。筒川南簡易水道の急速ろ過器ほか機器修理に

要する工事費の計上でございます。 

 ２款衛生費 １項簡易水道改良費１７８万２，０００円の増額は、遠隔監視システム改良工事の

蒲入浄水場分の増額によるものでございます。 

 ８２、８３ページをお願いいたします。第２表地方債の補正でございます。 

 変更で、歳出で説明いたしました蒲入浄水場の遠隔監視システムの増額に伴うものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 議案第５９号 平成３０年度伊根町簡易水道特別会計第２回補正

予算の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。１番、松山義宗議員。 

○１番（松山義宗君） 遠隔システムというのは具体的に離れたところからできるということなん

でしょうけれども、具体的にどんなものかちょっとお教えください。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 現在も役場の地域整備課にモニターがあって、集中管理はしてお

りますが、今回その内容ではなかなか現地に行かないと把握できない項目がたくさんあります。 

 それから、まだそれにつながっていない簡易水道もありますので、全てのものがタブレット、ま

たはスマートフォンで確認できるような状態にするということで、役場にいてもパソコンで確認で

きますし、担当者が自宅にいても状況が確認できるようになるということで、勤務時間外でも夜中

でも対応は即座に現場に行かずに内容が大まかに把握できて、対応が、処理が早くなるということ

を目指しておる内容でございます。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑はありませんか。７番、和田義清議員。 
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○７番（和田義清君） 松山議員の関連質問ですけれども、遠隔システムを活用するときに、通常

の維持管理もしくは災害時になると思うんですけれども、大体常用的に遠隔システムを使用すると

きの想定というのは、どういう状況を想定されておりますか。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 大体職員が朝来たときに１回確認をします。そこで、前日からの

流量、場所によって通常より増えているかどうか。それによって増えていた場合は漏水があるとい

うことがわかりますので、毎日朝１度は確認しておりますし、また、異常があった場合は通信がさ

れますので、そこで何異常かがわかりますので、対応は素早くできると考えております。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ありませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５９号 平成３０年度伊根町簡易水道特別会計第２回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第７ 議案第６０号 

○議長（上辻 亨君） 日程第７、議案第６０号 平成３０年度伊根町下水道事業特別会計第２回

補正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６０号 平成３０年度伊根町下水道事業特別会計第２回補正予算で

ございます。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額にそれぞれ６８万円を追加し、１億２，４１１万６，０００円とするものでご

ざいます。 

 ９４、９５ページをお願いいたします。歳入です。 

 ５款財産収入 １項財産運用収入７万４，０００円の増額です。 

 ６款繰入金 １項他会計繰入金２万９，０００円の減額です。 

 ７款１項繰越金３万５，０００円の増額です。 

 ９款１項町債６０万円の増額です。 

 ９６、９７ページをお願いいたします。歳出です。 

 １款総務費 １項総務管理費６，０００円の増額です。 

 ２款施設整備費 １項漁業集落排水事業費６０万円の増額は、遠隔監視システム整備工事の増額

によるものでございます。 

 ３款１項基金積立金７万４，０００円の増額です。 

 ９８、９９ページをお願いいたします。第２表地方債の補正でございます。 

 変更は、歳出で説明いたしました処理場の遠隔監視システムの増額に伴うものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 議案第６０号 平成３０年度伊根町下水道事業特別会計第２回補

正予算の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから議案第６０号 平成３０年度伊根町下水道事業特別会計第２回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第８ 議案第６１号 

○議長（上辻 亨君） 日程第８、議案第６１号 平成３０年度伊根町介護保険特別会計第２回補

正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６１号 平成３０年度伊根町介護保険特別会計第２回補正予算でご

ざいます。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 保険事業勘定の歳入歳出予算総額に１，３４０万７，０００円を追加し、総額を４億

３，３３５万１，０００円とするものでございます。 

 １１０、１１１ページをお願いいたします。保健事業勘定の歳入です。 

 ４款国庫支出金 ２項国庫補助金７万３，０００円の増額です。 

 ８款財産収入 １項財産運用収入３，０００円の増額です。 

 １０款繰入金 １項一般会計繰入金１０万５，０００円の増額です。 

 １１款１項繰越金１，３２２万６，０００円の増額です。 

 １１２ページ、１１３ページをお願いいたします。歳出です。 

 １款総務費 １項総務管理費１４万８，０００円の増額です。 

 ５款地域支援事業費 ３項包括的支援事業・任意事業費３万円の増額です。 

 ６款１項基金積立金７０万８，０００円の増額です。 

 ８款諸支出金 １項償還金及び還付加算金１，２５２万１，０００円の増額は、前年度事業の精

算による返還金でございます。 

 １０９ページに戻っていただき、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算総額に１６５万

８，０００円を追加し、総額を２４８万４，０００円とするものでございます。 

 １２２、１２３ページをお願いいたします。介護サービス事業勘定の歳入です。 

 ２款１項繰越金１６５万８，０００円の増額です。 

 １２４、１２５ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款総務費 １項施設管理費１６５万８，０００円の増額は、在宅介護支援センターの活動車両

が１５年を経過し老朽化が著しいため、これを更新するものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 須川課長。 

○保健福祉課長（須川清広君） 議案第６１号 平成３０年度伊根町介護保険特別会計第２回補正

予算の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。質疑がないようであり

ますが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６１号 平成３０年度伊根町介護保険特別会計第２回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第９ 議案第６２号 

○議長（上辻 亨君） 日程第９、議案第６２号 平成３０年度伊根町訪問看護事業特別会計第

１回補正予算を議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６２号 平成３０年度伊根町訪問看護事業特別会計第１回補正予算

でございます。 

 １３５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額に２９８万５，０００円を追加し、総額を２，４２４万５，０００円とするも

のでございます。 

 １３６、１３７ページをお願いいたします。歳入です。 

 ７款１項繰越金２９８万５，０００円の増額です。 

 １３８、１３９ページをお願いいたします。歳出です。 

 １款総務費 １項施設管理費４万６，０００円の増額です。 

 ３款１項基金積立金２９３万９，０００円の増額でございます。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６２号 平成３０年度伊根町訪問看護事業特別会計第１回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１０ 議案第６３号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１０、議案第６３号 平成３０年度伊根町後期高齢者医療特別会計

第１回補正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６３号 平成３０年度伊根町後期高齢者医療特別会計第１回補正予

算でございます。 

 １４９ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額に９万５，０００円を追加し、総額を３，９３８万４，０００円とするもので

ございます。 

 １５０、１５１ページをお願いいたします。歳入です。 

 ３款繰入金 １項他会計繰入金１万７，０００円の増額です。 

 ４款１項繰越金７万８，０００円の増額です。 

 １５２、１５３ページをお願いいたします。歳出です。 

 ３款１項諸支出金９万５，０００円の増額は、前年度実績に伴う返還金でございます。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。これで質疑を終わりたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６３号 平成３０年度伊根町後期高齢者医療特別会計第１回補正予算を採決しま

す。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 
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◎ 日程第１１ 議案第６４号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１１、議案第６４号 伊根町職員の給与に関する条例等の一部改正

についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６４号 伊根町職員の給与に関する条例等の一部改正についてでご

ざいます。 

 平成３０年人事院勧告に基づく国家公務員給与法の改正に従って、給与関係条例を３件改正する

ものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第６４号 伊根町職員の給与に関する条例等の一部改正について

の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。８番、濱野茂樹議員。 

○８番（濱野茂樹君） 宿日直手当についてお伺いしたいんですけれども、人事院勧告はもう十分

承知しているんですけれども、１日行って４，４００円は最低賃金にも満たない額で１日お勤めい

ただけるんですけれども、このあたりどうしてこの４，４００円の基準を教えていただきたいのと、

それでも宿日直手当はもう職員で十分回っているのかというあたり、いいますのは、４，４００円

だとやっぱり違うことがしたいよとか、そういう話が当然、職務ではありますが、出てこようかと

思います。そのあたりあるのかどうかお聞かせください。 

○議長（上辻 亨君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） ただいま濱野議員のご質問の中でご指摘いただきました最低賃金との

違いでございます。 

 確かにご指摘のとおり最低賃金に達しない金額になってございます。本町の宿日直手当、その他

の手当等も同様でございますが、人事院勧告、国家公務員の基準に従った金額にさせていただいて

おりまして、積算根拠といいますものは本町としては持ち合わせておりません状態でございます。 

 ただ、国の給与法の説明の中では、通常の勤務を要する日の労働に対するものと比較しますと、

職務内容が一定程度軽いという表現だったかどうか、ちょっとそこは定かでは、申しわけないんで

すけれども、通常の職務と比べれば一定程度内容が簡素化された内容ということで、宿直日直のと

きに必要とされる業務が通常の業務とは異なりまして、電話の受領、来訪者の対応、万一の災害発

生時の連絡、こういったものに限定されてございます。 

 こういったところから、低い単価で積算されておるというふうに国の給与法の説明の中ではござ

いますので、そのように理解しておるところでございます。 

 すみません、それともう一点、職員が問題なくやれておるかということでございますが、宿日直

に関しては、それについて宿日直を行う職務命令を出してございますので、回っておる状態でござ

います。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ありせんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を終わ

りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６４号 伊根町職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１２ 議案第６５号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１２、議案第６５号 京都府市町村退職手当組合の規約の変更につ

いてを議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６５号 京都府市町村退職手当組合の規約の変更についてでござい

ます。 

 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち、相楽郡西部塵埃処理組合が名称

変更したことに伴う組合市町村の名称の変更を行うための規約変更について、地方自治法第

２８６条第１項の規定により協議するため、同法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はないようであります。これで質疑を終わ

りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６５号 京都府市町村退職手当組合の規約の変更についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 休憩いたします。午後は１時からよろしくお願いいたします。 

休憩 １１時５７分 

再開 １２時５９分 

○議長（上辻 亨君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第１３ 議案第６７号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１３、議案第６７号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６７号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 

 石倉康喜氏が平成３０年１２月１５日付で任期満了となるため、引き続き同氏を選任したいので、

地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑なしの声があります。質疑がないようであ

りますが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６７号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。 

 本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件は同意

することに決定しました。 

 

◎ 日程第１４ 議案第６８号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１４、議案第６８号 公平委員会委員の選任についてを議題としま

す。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６８号 公平委員会委員の選任についてでございます。 
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 森田辰巳氏が平成３０年１２月１４日で任期満了となるため、新たに泉良悟氏を選任したいので、

地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。これで質疑を終わりたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６８号 公平委員会委員の選任についてを採決します。 

 本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件は同意

することに決定しました。 

 

◎ 日程第１５ 議案第６９号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１５、議案第６９号 監査委員の選任についてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、和田義清議員の退場を求めます。 

（７番 和田義清議員退場） 

○議長（上辻 亨君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６９号 監査委員の選任についてでございます。 

 伊根町議会議員の改選に伴い監査委員を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定に

より議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。これで質疑を終わりたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６９号 監査委員の選任についてを採決します。 

 本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案は原案

のとおり同意されました。 

 休憩いたします。 

休憩 １３時０５分 

再開 １３時０５分 

○議長（上辻 亨君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第１６ 議案第７０号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１６、議案第７０号 伊根町舟屋の里公園の指定管理者の指定につ

いてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、濱野茂樹議員の退場を求めます。 

（８番 濱野茂樹議員退場） 

○議長（上辻 亨君） 提出者の説明を求めます。吉本町長。 
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○町長（吉本秀樹君） 議案第７０号 伊根町舟屋の里公園の指定管理者の指定についてでござい

ます。 

 伊根町舟屋の里公園の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものです。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 議案第７０号 伊根町舟屋の里公園の指定管理者の指定について

の説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番、松山義宗議員。 

○１番（松山義宗君） 現在、そうするとふるさと振興公社で働いていらっしゃる方というのと、

それと組織の編成というのは再編が行われるという考え方でいいんですか。 

○議長（上辻 亨君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 今回の指定管理の公募いたしました段階で、現在従事しておられ

る方々についての再雇用についての項目を入れさせていただいております。今回、議会に提案させ

ていただく前に、油屋さんのほうの同意書を提出いただく折に確認をさせていただきました結果、

そこについては十分配慮をさせていただくということもお伺いしていますので、今後、本議会でご

議決いただきましたら、その旨お伝えして、それらの細かな調整に入っていくことになろうかとい

うふうに考えております。 

○議長（上辻 亨君） ２番、佐戸仁志議員。 

○２番（佐戸仁志君） すみません、関連で。 

 現在の振興公社の事務所は現在のままなんでしょうか。それともどこかへ移動されるんでしょう

か。 

○議長（上辻 亨君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 佐戸議員おっしゃいますとおり、今舟屋の里公園内に伊根町ふる

さと振興公社の事務所は設置されております。そこを事務所に活用されておりますが、今回指定管

理者がもし変わるということになりましたら、今後の協議ということになりますが、そのあたりに

ついては新たなものを検討進めていく必要があろうかというふうに考えております。 

○議長（上辻 亨君） ６番、大谷功議員。 

○６番（大谷 功君） 選定につきましてですが、運営方法について特筆すべき事項がありました

ら聞かせていただきたいと思います。 

○議長（上辻 亨君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） いずれの法人から出されました提案内容についても、そんなに大

きな変わったところというものはなかったんですけれども、特に特筆という部分でいいますと、今

まで以上に活性化に向けて夜間の営業、また夜間のそれにかかわる送迎というふうな部分も聞かさ

れておりました。 

 また、ＰＲの観点で、もっと積極的なＰＲのための展開をという部分が色濃く出されておったか

なというふうに審査の内容としては考えております。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ありませんか。７番、和田義清議員。 

○７番（和田義清君） お聞かせ願いたいんですが、収支計画書に提示されました指定管理料が幾

らであって、また、採択された申請者と次点の申請者の提出した町が支払う指定管理の委託料は

１年当りの単年度でどれぐらいの差があり、また５年間でどれぐらいの差があるのを試算されての

決定だったのか、お聞かせください。 

○議長（上辻 亨君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 先ほど３者からの公募ということをお伝えしたところですが、今

回ご提案いただいたものとの５年間での差額でいいますと７００万円から１，０００万円、５年間

での差額が開きがあったということでございます。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑ありませんか。２番、佐戸仁志議員。 
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○２番（佐戸仁志君） １つ。指定管理者が変わるというのはなかなかちょっと経験がないので、

ちょっとお聞かせ願いたいんですが、変わる際に、今ある設備を伊根町のほうで一新されるとか、

変わるに当たって伊根町が予算を計上してお金を出さなあかんということが発生するのかどうか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（上辻 亨君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 今後、新たな指定管理者が決まりましたら、今後調整していく部

分が多々あろうかと思っておりますが、現段階では伊根町といたしましては施設、また備品等につ

いては現状のままのものが活用できるのではないかというふうに考えております。 

 ただ、再度整理をしていく上で、例えば当初から今まで伊根町で整備をしてきた備品、またふる

さと振興公社さんのほうで整備をしてきた備品等あろうかと思いますので、そのあたりの部分で、

今ある備品で公社さんの備品をどうのようになるのか、それに付随して必要となる備品が出てくる

こともあろうかと思いますので、今後十分の整理が必要だと考えておりますが、基本的には新たな

大きな整備は必要ないものというふうに考えております。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑はありませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を

終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７０号 伊根町舟屋の里公園の指定管理者の指定についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 休憩をいたします。 

休憩 １３時１７分 

再開 １３時１８分 

○議長（上辻 亨君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第１７ 議案第７１号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１７、議案第７１号 伊根町老人福祉センターの指定管理者の指定

についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第７１号 伊根町老人福祉センターの指定管理者の指定についてでご

ざいます。 

 伊根町老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 須川課長。 

○保健福祉課長（須川清広君） 議案第７１号 伊根町老人福祉センターの指定管理者の指定につ

いての説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。４番、中嶋章議員。 

○４番（中嶋 章君） こちらの泊泉苑ですね、温泉設備が、入浴設備があるかと思うんですけれ

ども、こちらはもっと住民の方に利用しやすいようなそういう案内とか、そういう住民が憩える場

を整備するようなことはできないものでしょうか。 

○議長（上辻 亨君） 中嶋章議員、これは指定管理者の指定についたことに関しての質問なら受

け付けられるんですけれども、まずは指定管理者の質問なので、利用とはまた違いますので、そん

なふうに認識していただきたいというふうに思うんですが。 

 ほかにございませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を終わりたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７１号 伊根町老人福祉センターの指定管理者の指定についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１８ 議案第７２号 

○議長（上辻 亨君） 日程第１８、議案第７２号 災害復旧事業の施行についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第７２号 災害復旧事業の施行についてでございます。 

 被災した農地・農業用施設の災害復旧事業を行うため、土地改良法第９６条の４の規定で準用す

る同法第８７条の５の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 議案第７２号 災害復旧事業の施行についての説明（担当課長説

明記載省略） 

○議長（上辻 亨君） これから質疑を行います。７番、和田義清議員。 

○７番（和田義清君） すみません、１つお聞かせ願いたいんですが、この中で昨年被災して、こ

としさらにまた被災してという箇所は含まれておるんでしょうか。 

○議長（上辻 亨君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 今回は特に農地・農業用施設では増破と言いまして、去年に引き

続き次もというところはありません。 

 ただ、その隣でとかは多数あります。 

○議長（上辻 亨君） ほかに質疑はありませんか。質疑なしの声がありますが、これで質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（上辻 亨君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７２号 災害復旧事業の施行についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 散  会 

○議長（上辻 亨君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会です。 

 なお、１２月１４日金曜日は午後１時から開会し、冒頭一般質問から行いますのでよろしくお願

いいたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 １３時３０分 

 


